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建交労は11月21日～22日に伊豆長岡のホテル・サンバレー富士見で2021年春闘中

央討論集会を開催、学習会講師・中央役員・リモート参加者29名を含めて全体で

97名が集いました。集会冒頭に相木副委員長が全国トンネルじん肺根絶原告団の

船山友衛団長の訃報を報告し参加者一同で黙祷を捧げて冥福を祈りしました。 

 集会は座長に選出された足立副委員長が進行、主催者挨拶をおこなった角田委

員長は「コロナ禍でもあきらめない」「ＧＯ-ＴＯチラシキャンペーン」「一票で政

治を変える政権交代で要求実現！」と課題を提起しました。廣瀬書記長が 2021年

春闘方針案の提起で春闘の大前提として「要求提出なくして賃上げはあり得ない。角田委員長の挨拶 

県本部・支部・分会は、要求提出 100％を目指す」と強調したことが印象的で共感できました。 

つづいて全労連の黒澤幸一事務局長から「21国民春闘方針（第１次案）―格差な

くし、8 時間働けば誰もが人間らしくくらせる公正な社会へ転換せまる 21 国民春

闘―コロナ禍―労働組合で元気に声あげ変えよう―」のテーマで講演がありました。

具体的な内容は公正な社会へ「4つのつくる行動」（1.まともな生活 2.安定雇用 3.

いのち守る公共体制 4.改憲阻止平和つくる）と「3 つのアプローチ」（1.格差是正

―ジェンダーや非正規格差―格差の見える化．2.組織拡大強化―要求で対話―労働

組合の見える化．3.総選挙―憲法生きる新しい政治―投票に行こう）でした。 

黒澤事務局長の講演 その後は特別報告（首都圏集交団・上村誠団長、全国学童保育部会・田村一志事務

局長、全国トラック部会・鈴木正明事務局長、福岡県本部・緒方秀樹書記長、全国鉄道本部・森利春副

委員長）、リモート参加の 5名と会場参加者 6名が全体討論で発言し休会。２日目は全体討論で始まり、

私（清野）は、三昭運輸分会の県労委闘争の報告と支援を要請して討論に参加。その他 10名が発言し、

廣瀬書記長のまとめにつづき森谷副委員長の団結がんばろうで閉会しました。（清野副委員長の報告） 

 

 

 

 全国トラック部会の第 22回総会は春闘討論集会後の 22日午後から同ホテルの会場で開催し昨年の総

会と同じ 38名が参加しました。神奈川県南支部からは佐藤委員長と幹事の私（大島）が参加しました。 

佐藤委員長の発言（左の写真）は、昨年の支部大会以降のたたかい

の特徴としてコロナ禍で組合員を純増させたこと、学習活動の取り

組み強化、併せて三昭運輸分会の争議支援への全国の仲間へのお礼、

県労委宛署名へのさらなる協力と 11 月 27日～12月 4日の県労委宛

ＦＡＸ要請への協力を訴えました。全体の発言は佐藤支部委員長を

含めて 18名でした。全国からの発言の特徴は、組織の拡大・強化に

関わる視点と部会方針への結集強化などでした。（大島書記長の報告） 

建交労 2021年春闘中央討論集会開催！ 

建交労全国トラック部会 22回総会開催 

http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=545919&sw=%E3%80%90%E7%94%B7%E5%A5%B3GS%E3%80%91%E6%AD%A3%E9%9D%A2_%E3%81%8A%E3%83%BC2
http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=435395&sw=%E3%80%8C%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E5%93%A1a%E3%80%8D20


 

 

 
建交労中央本部は以下の文書を全国に発送し三昭運輸分会の争議支援を呼びかけました。 

全労連からも全国の仲間に同様の呼びかけが行われました。別紙の要請文をＦＡＸで県労

委に集中する期間は間もなくです。神奈川県南支部の全分会と組合員は、全国的な支援に

応えて必ず 11月 27日からの集中期間に県労委宛要請ＦＡＸに取り組みましょう。 

 
２０２０年１１月吉日 

各 位 

全日本建設交運一般労働組合 

中央執行委員長  角田 季代子 

 

建交労三昭運輸分会の不当労働行為救済命令を求める 

神奈川県労働委員会宛「緊急ＦＡＸ」のお願い 

 

全国の仲間の日頃のご活躍に心より敬意を表します。 

さて、建交労神奈川県本部（神奈川県南支部・三昭運輸分会）が、(株)三昭運輸による

団交拒否などの不当労働行為救済を求めて申立てた県労委（神奈川県労働委員会）での３

年に及ぶたたかいは 10月 12日に結審しました。 

三昭運輸分会の争議は、会社が各地で労使紛争を惹起している竹内社労士（竹内睦特定

社会保険労務士）を団体交渉に介入させたことで引き起こされました。 

その竹内社労士は、全労連や日本共産党国会議員等とも連携した建交労の運動によって

2019年 3月に東京都社会保険労務士会から異例の「注意勧告」を受けています。しかし竹

内社労士はその後も団体交渉に出席し不公正且つ非弁行為も改めず、一方では自身の今後

の社会的な制裁を免れることも意図してのことか、今年 7月には東京都社労士会による「勧

告」取り消しを求める提訴を行っています。 

こうした竹内社労士の一連の行動を見れば、県労委が(株)三昭運輸の不当労働行為を認

定して救済命令を発出することが建交労三昭運輸分会と(株)三昭運輸との正常な労使関係

を確立するうえで必要不可欠な条件となっています。 

県労委の命令言渡し日は現時点で未定ですが、建交労は、命令文書の策定作業が始まる

と思われる重要な時期に、県労委が組合を救済する命令文書を書き上げるための後押しを

する「緊急ＦＡＸ要請」を全国的に展開することにします。 

つきましては、別紙の【県労委会長宛ＦＡＸ要請用紙】を使用して下記の要領で全国か

らの「ＦＡＸ要請」に集中して取り組んで頂くようお願いします。 

なお、先に要請した県労委宛の団体署名と個人署名（「三昭運輸事件の早期救済命令を求

める要請書」）の取り組みの強化も併せてお願いします。 

以上 

記 
 

１．ＦＡＸ要請の送り先  神奈川県労働委員会会長宛 
   送り先ＦＡＸ番号   ０４５－６３３－５４５０ 

三昭運輸分会の県労委勝利命令を勝ち取ろう！ 

２．ＦＡＸ要請の集中時期 １１月２７日(金)～１２月４日(金) 



 

 

神奈川県労働委員会 

会 長  浜村 彰 様 
 

 

 

(株)三昭運輸による不当労働行為を認定して 

建交労三昭運輸分会を救済する命令を求めるお願い 
 

 

神奈川県労働委員会による健全な労使関係の構築にむけた日頃からのご精励に心より敬

意を表します。併せてコロナ禍での適切な対応に感謝申し上げます。 

さて、建交労神奈川県本部･神奈川県南支部･三昭運輸分会が貴会に行った(株)三昭運輸

による不当労働行為救済申立事件は１０月１２日に結審いたしました。 

(株)三昭運輸での争議は、全国各地で労使紛争を惹起させている竹内社労士（竹内睦特

定社会保険労務士）を会社が団体交渉に介入させて、団体交渉での竹内社労士による不公

正且つ非弁行為に会社が同調し、団体交渉の形骸化や団体交渉拒否などの不当労働行為を

常態化させたために引き起こされました。 

その竹内社労士は、所属する東京都社会保険労務士会から社労士としての不適切な行為

を指摘されて昨年３月に異例の「注意勧告」を受けています。しかし竹内社労士はその後

も（株)三昭運輸での団体交渉で不適切な行為を改めていません。 

残念ながら(株)三昭運輸は、竹内社労士の一連の行動に同調して建交労神奈川県南支部

三昭運輸分会を露骨に嫌悪する姿勢を強め「不当労働行為は違法行為」という意識も希薄

化し企業の社会的責任への自覚も喪失しているように見えます。 

こうした現実を踏まえれば、(株)三昭運輸の建交労三昭運輸分会に対する不当労働行為

は否定する余地のない現在進行中の不法行為であることは明白です。 

私たちは、貴会が望み、社会的規範が求める(株)三昭運輸における正常な労使関係の実

現にむけて、この間に積み重ねてきた陳述や証拠書類、証人審問等によって実証された事

実に基づき、(株)三昭運輸の不当労働行為を明確に認定され、建交労三昭運輸分会を救済

する命令を下されますよう強くお願いします。 

以 上 

 

２０２０年   月   日 

 

団体(個人)名                     

 

住 所                        


